
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歯科健診のご案内 
申込締切 令和７年６月 30 日 

歯科健診（歯周病予防指導）ご希望の方は医師国保へお申込みください。 

事前申込制とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

《対 象 者》 被保険者のうち 40 歳～74 歳のご家族 

《受診期間》 令和７年８月～令和８年１月 

《自己負担》 １,０００円（健診当日、窓口にてお支払いください） 

        医師国保から県歯科医師会を通じて実施機関へ 3,400 円を助成します 

 

《実施機関》 協力医療機関名簿による（県内約 300 機関） 
       お申込みいただいた方に一覧を送付いたします。 

《申込締切》 令和７年６月３０日 

《申込方法》 裏面「歯科健診申請書」を医師国保まで郵送又はＦＡＸ 

【歯科健診の流れ】 

 
 

医師国保に申込

（6/30締切）

医師国保から「歯
科健診受診券」等
を送付（7月末）

名簿よりご希望の
実施機関に予約

（８月～翌１月）

受診後、窓口にて

1,000円お支払

糖尿病や糖尿病予備群の方へ 
歯周病は糖尿病の合併症の１つです。糖尿病が悪化すると免疫力が低下し、歯周病が進

行しやすくなります。また、歯周病が悪化するとインスリンの働きが悪くなり糖尿病が進

行すると言われています。糖尿病の重症化予防のために歯科健診を受けましょう。 

糖尿病でない方も、この機会に口腔内のチェックをしてみてはいかがでしょうか。 

裏面は申請書 

事前申込制 



 

 
 
 
 

                       令和   年   月   日      

 

秋田県医師国民健康保険組合理事長 様 

歯科健診（歯周病予防指導）の受診を希望します。 

被 保 険 者 番 号        ｽﾍﾟｰｽ    

組 合 員 名 
 

 

受 診 者 
組合員本人は対象外です。 

 

 

 

＊ 対象は被保険者のうち 40～74 歳の家族の方です。 

住 所 
受診券等の送付に使用します。 

 

 〒    －     

 
組合使用欄 

番 号 受領印 

 

 

 

  ６月 30 日までに日付と太枠内を記入し、下記へ郵送又はＦＡＸでお申し込みくださ
い。７月末に「歯科健診受診券」等を送付いたしますので、マイナ保険証等、被保険者資
格を証明するものと併せて受診機関に提出し、受診してください。 
 

 

 

 

 

歯科健診（歯周病予防指導）申請書 

秋田県医師国民健康保険組合 
〒010-0874 秋田市千秋久保田町６番６号 秋田県医師会館内 

電話（018）833-2433  ＦＡＸ（018）835-2427 

令和７年度版  

 


